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(目的) 

第１条 社会福祉法人アンダンテ(以下本会という)従事する現任職員の資格取得を推進し、 

現任職員の資質向上並びに業務体制の整備・強化、職場定着を図ることを目的と

し、助成に関する事項について定めるものとする。 

(助成対象) 

第２条 この規程の対象者は、本会に従事する職員(正社員、準社員、再雇用職員、非常勤職

員) とし、下記に掲げる資格を取得した場合に研修費用、受験費用等を助成する。  

(１) 介護福祉士 

(２) 社会福祉主事 

(３) 社会福祉士 

(４) 精神保健福祉士 

(５) 保育士 

 

(助成金額) 

第３条 資格を取得した場合の助成金額は、別表のとおりとする。 研修費用、受験費用の助

成については合格したときのみ助成をする。 

(報奨金) 

第４条 自主研修により資格取得した職員には、報奨金を付与する。 

２ 報奨金対象資格は第２条の各号とし、報奨金額は２０,０００円とする。 

(申請手続き) 

第５条 第２条に該当する職員は、資格取得助成金交付申請書(様式１)により登録証の写し 

を添付し、本会に申請するものとする。 

 

(勤務の取扱) 

第６条 職員が資格取得研修に参加する場合は、出勤日として取り扱いする。 

(結果報告) 

第７条 資格取得研修が修了した職員は、その結果をすみやかに管理者に報告しなければな 

らない。 

(返還義務) 

第８条 資格取得研修終了後、３年以内に退職した場合は、第３条、別表に規定する助成額 

の全額を返還しなければならない。 

 

(その他) 

第９条 本規程に定める事項のほか必要な事項は、理事長が別に定める。 
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附則 

この規程は、２０２５年１０月１日に制定し、同日より施行する。 
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別表 

 

【在職者資格取得助成対象額及び範囲】 

資格名称 

助成対象範囲 

研修費用 受験費用 登録手数料 登録免許税 

実務者研修 
〇    

費用最大 120,000 円を支給    

介護福祉士 
 ○ ○ 〇 

 全額 全額 全額 

社会福祉主事 
○   

 

 

費用最大 120,000 円を支給    

社会福祉士 
〇 ○ ○ ○ 

費用最大 180,000 円を支給 全額 全額 全額 

精神保健福祉士 
〇 ○ ○ ○ 

費用最大 180,000 円を支給 全額 全額 全額 

保育士 
〇 ○ ○ ○ 

費用最大 180,000 円を支給 全額 全額 全額 

 

※いずれの助成金も資格取得後に受けられます。 
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資格取得助成金交付申請書 

 年   月   日 

社会福祉法人 アンダンテ 

理事長 池田 正則 様 

下記のとおり助成金の交付を受けたいので申請致します。 

なお、三年以内に退職(法人の責に帰すべき退職を除く)した場合は、全額を返還

いた します。 

氏 名 ㊞ 

所 属 

 

資 格 名 

 

登録年月日 

 

 

※ 資格の登録証(写し)を添付すること。 

本部事務局使用欄 

上記の申請について下記のとおり決定する。 

理事長 管理者 担当者 

   

 


